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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本電機工業会（JEMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規

格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規

格である。これによって，JIS C 8201-2-2:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，令和 4 年 9 月 20 日までの間は，産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS C 8201-2-2:2011 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 8201 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 8201-1 第 1 部：通則 

JIS C 8201-2-1 第 2-1 部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） 

JIS C 8201-2-2 第 2-2 部：漏電遮断器 

JIS C 8201-3 第 3 部：開閉器，断路器，断路用開閉器及びヒューズ組みユニット 

JIS C 8201-4-1 第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ 

JIS C 8201-4-2 第 4-2 部：接触器及びモータスタータ：交流半導体モータ制御器及びスタータ 

JIS C 8201-4-3 第 4-3 部：接触器及びモータスタータ：非モータ負荷用交流半導体制御器及び接触器 

JIS C 8201-5-1 第 5 部：制御回路機器及び開閉素子－第 1 節：電気機械式制御回路機器 

JIS C 8201-5-2 第 5-2 部：制御回路機器及び開閉素子－近接スイッチ 

JIS C 8201-5-5 第 5 部：制御回路機器及び開閉素子－第 5 節：機械的ラッチング機能をもつ電気的非

常停止機器 

JIS C 8201-5-8 第 5-8 部：制御回路機器及び開閉素子－3 ポジションイネーブルスイッチ 

JIS C 8201-7-1 第 7 部：補助装置－第 1 節：銅導体用端子台 

JIS C 8201-7-2 第 7-2 部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 

JIS C 8201-7-3 第 7-3 部：補助装置－ヒューズ端子台に対する安全要求事項 

JIS C 8201-7-4 第 7-4 部：補助装置－銅導体用プリント回路板端子台 
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日本産業規格          JIS 
 C 8201-2-2：2021 
 

低圧開閉装置及び制御装置－第 2-2 部：漏電遮断器 

Low-voltage switchgear and controlgear- 

Part 2-2: Circuit-breakers incorporating residual current protection 

 

序文 

この規格は，2016 年に第 5 版として発行された IEC 60947-2 及び Amendment 1:2019 を基とし，漏電遮

断器及び関連する規定［主に Annex B（漏電遮断器）］だけを抜き出し，技術的内容を変更して作成した日

本産業規格である。ただし，追補（amendment）については，編集し，一体とした。 

 

附属書 1 及び附属書 2 は，この規格の本体に対する追加適用部分である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JC に示す。また，附属書 JA 及び附属書 JB は，対応国際規格

にはない事項である。 

 

漏電遮断器は，感電保護のために，漏電電流で動作する装置であって，感電に対する保護システムとし

て用いる。 

この種の装置は，次の二つの保護を達成するために，一体形漏電遮断器として，又は回路遮断器と組み

合わせて用いる。 

－ 過負荷電流及び短絡電流に対して設備を保護する。 

－ 間接接触に対して，絶縁の不良によって大地電位の危険な上昇に対して人体を保護する。 

注記 1 IEC 61140:2016 では，“protection of persons against indirect contact（間接接触に対する人体保

護）”という用語は，“fault protection（故障保護）”に置き換えられた。 

漏電遮断器は，過電流保護装置では検出できない，永続性がある地絡故障に起因する火災又はその他の

危険に対しての付加保護も備えている。 

30 mA 以下の定格感度電流をもつ漏電遮断器は，感電に対する保護手段が失われた場合の直接接触に対

する付加的な保護手段としても用いられる。 

注記 2 IEC 61140:2016 では，“protection of persons against direct contact（直接接触に対する人体保

護）”という用語は，“basic protection（基本保護）”に置き換えられた。 

このような装置の設置基準は，JIS C 60364 規格群又は電気設備技術基準に規定している。 

この規格は，AC 形漏電遮断器又は A 形漏電遮断器によって保護されない，新しい電子技術をもった装

置の漏電保護を組み込んだ B 形漏電遮断器の定義，追加要求事項及び試験を含んでいる。 

注記 3 この規格は，IEC 60755 の関連要求事項に適合するように作成している。 

 

 


